
＜ソフト＞地域社会の変化に対応した除排雪計画見直し

除雪連絡協議会開催状況

＜北見市除雪連絡協議会＞
「市民」、「除雪業者」「市」の３者が相互理解のもと、

より良い除雪について話し合う協議会を設置

■住民参加による協議会の設置(北海道 北見市）

・各町内会へのｱﾝｹｰﾄ調査実施
・地区連絡協議会開催
・課題の把握・分析

4月前年度の除雪計画検証

市関係部の
連携

地域間の連携
（連合町内会
単位町内会）

業者間の連携

市と除雪業者の連携

市民と市の連携 市民と除雪業者の
連携

地区除雪連絡協議会
（４地区）

10月除雪計画策定

・当該年度の除雪計画素案策定
・除雪計画の議会報告

12月除雪準備

・技術者研修会(除雪作業ﾏﾆｭｱﾙ)実施
・現地調査
・除雪センター開設

12月～3月除雪作業

・除雪体制の確保
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排雪費の前年度比較

排雪費 降雪量

降雪量

除雪費除雪費

約38%減

＜コスト縮減事例＞
カット排雪により排雪量抑

制、排雪時間の減少によって排
雪費用削減効果が得られた。

歩道部 車道部

高さ1.5m

出典：除雪体制の検証について 都市建設部道路管理課
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〇住民参加の除雪連絡協議会により、除雪レベルに関する住民理解を深めつつ、
生活道路の除雪目標などを継続的に見直し



＜ソフト＞新技術の導入～除雪車の効率化・高度化

準天頂衛星

各種センサーで
障害物を検知

準天頂衛星による
自車位置把握

運転制御・操作支援

旋回

伸
縮

スイング
オーガ

シュート操作
（助手用）

シュート操作
（運転手用）

■高度化された除雪車 ■除雪作業の省力化

ｽｲﾝｸﾞｵｰｶﾞの自動調
整 シュートの旋回、

伸縮を自動調整

•車線からのはみ出しやガードレール等への接触を防止する
ガイダンス機能の開発

•準天頂衛星、３Dマップや高精度地図を活用し、作業操作・
自車位置確認・安全確認等を軽減する除雪システムの導入

•自動運転技術等を活用し、除雪車の自動運転に向けた検討
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〇高度化された除雪車の開発と除雪作業の省力化に向けたガイダンス機能の
開発を推進



＜ソフト＞効果的・効率的な除雪作業と除雪情報の提供

■ 除排雪車運行管理システム（青森県 青森市）

【除排雪情報路線表示】

• 職員の減少、市民ニーズの多様化・高度化による相談件数の増加、厳しい財政環境などを踏ま
え、平成16年度より、ITS に係る除排雪車両管理の検討が進められた。

• 除排雪作業の高度化・効率化を図り、市民サービスの向上に資することを目的に、除排雪車両に
搭載したGPS端末装置を活用し、市道の幹線道路等について、除排雪の完了路線の情報を提供
する。

• 平成18年よりサービス開始。毎年12月から3月末まで情報提供を実施している。

出典：共助・公助による地域除雪の取組事例

○対象路線

⇒ 紫色(中線)
○除排雪完了路線

⇒ 赤色(太線)
○薬剤散布済み路線(国管理路線)

⇒黄色(太線)
※薬剤散布後、除排雪を行った場合

⇒ 赤線(太線)
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〇GPS端末を除排雪作業車に搭載し、除雪作業を効率化するとともに、住民へ
の除雪完了情報を提供



＜ソフト＞除雪車貸付、共同雪捨て場など自助・共助を支援

○住民、NPOが連携した除排雪の実施に向けて、自治体が除雪機械の貸出を実施

＜概 要＞

国の地方創生加速化交付金を活用して、新たにミニ
ホイールローダー２台と小型除雪機３台を購入し、
NPO法人「まちづくり大石田」に貸与。
NPO法人の有償ボランティア約10人が町貸与の小型
除雪機を使い、除雪を実施。
2017年1月10日から実施。

＜除雪方法＞

間口や敷地にたまった雪を空地や田畑に排雪。
・ミニホイールローダーによる除雪

（30分当たり1900円、1時間当たり3600円）
・小型除雪機による除雪（同1800円、同3500円）
作業時間：原則午前9時～午後4時

前日午後2時までの予約が必要。

■山形県大石田町の事例

写真:大石田町が町内のＮＰＯ法人に貸し出している
ミニホイールローダー（左奥）と、小型除雪機（右前）
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雪崩防止柵 防雪柵

雪崩の発生が想定される区
間に設置し雪崩を防止

地吹雪を抑制し、視界を確保

スノーシェッド

道路に屋根を設け、屋根面を滑
り台として雪崩を流下させ道路
交通を確保

＜ハード＞雪害防止施設等の整備
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現・積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画
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平成２５年１１月１２日
閣議決定

積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法（ 昭和３１年法律第７２
号）第４条第１項に規定する積雪寒冷特別地域道路交通確保５ 箇年計画として、同法第３条
第１項の規定により指定された道路を対象に次に掲げる事業を行うものとする。

１．除雪に関する事項

・指定された道路のうち、積雪の度が特にはなはだしい地域における道路について、
除雪を実施する。

・除雪機械の整備について現在の除雪水準を維持するために必要な範囲内で行う。

２．防雪に関する事項

・なだれ、飛雪又は積雪により交通に支障を及ぼすおそれがある箇所について、吹き
だまり防止施設、なだれ防止施設又は融雪施設等を整備する。

３．凍雪害の防止に関する事項

・凍上、融雪による路盤の破壊のおそれがある箇所について、路盤改良を実施する。
・積雪により交通に支障を及ぼすおそれがある箇所について、流雪溝の整備、堆雪幅
の確保を実施する。




